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アンチ・ドーピングとアルコールに関する方針
WADA（世界アンチ・ドーピング機関）のアルコール乱用を含むドーピングのルールを適用する。

酩酊したクルー（パイロットを含む）は、遂行中のいかなる気球活動も停止しなくてはならない。

セーフティ・オフィサーは彼が適切と考えるいかなる行動をもとることができ、またイベント・ディレクターにその報告をする。
証拠が必要とされる場合、医療機関や必要があれば警察等への協力依頼もありうる。
FAI スポーティングコード　ジェネラルセクション　3.11.2.4 競技者の責任

FAIのルールに基づくすべてのスポーティングイベントに参加する選手は、ドーピング検査が求められた際には、その求めに応じなければならない。医師の処方により、禁止された薬、または禁止された処置方法の使用を必要としている競技者は、関係するイベントの前にFAIのアンチ・ドーピング規則に従って、治療目的使用にかかわる除外措置申請を得ること。

これに加えて、イベント期間または直前に、病気や外傷の病状(安全を危うくさせるかまたは、免許が無効になるような症状)が起こる可能性があるため、薬物や薬を使用している競技者は、イベントが始まる前に書面にて競技委員長に申し出なければならない。
　WADAの禁止薬物のリストに載っている薬を、医師の処方により使用している場合は、治療目的使用にかかわる除外措置申請を得ること。通常、自国のNAC(ナショナル・エアロ・クラブ)を通して申請することが出来る。手順と、方法は下記のアドレスから得ることが可能。
http://www.fai.org/cimp-anti-doping-programme/therapeutic-use-exemptions
2014年、WADAの禁止薬物リスト
https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/prohibited-list#.VFq2dvmG-So
その他の情報は、下記のアドレス先からも確認することが出来る。　http://www.wada-ama.org/
リストは数多くの言語で訳されている。詳細は自国のスポーツ連盟に確認し、情報を得ること。

注意

１．日本の車両運転におけるアルコール血中濃度の法的上限は0.3mg / ml（呼気中 0.15mg）

２．日本の航空機操縦におけるアルコール血中濃度の法的上限は0％
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